
審議事項（５）－１ 
 

(財)財務会計基準機構の Web サイトに掲載した情報は、著作権法及び国際著作権条約をはじめ、その他の

無体財産権に関する法律並びに条約によって保護されています。許可なく複写・転載等を行うことはこれ

らの法律により禁じられています。 

セグメント情報開示専門委員会における検討状況について 

 
【第 132 回企業会計基準委員会の検討のポイント】 

 第 132 回企業会計基準委員会では、「セグメント情報及び関連情報の開示に関する会計基

準」の全般について、ご審議を頂きたいと考えておりますが、事務局からは次の 2 点を中

心にご説明させて頂きたいと考えております。 

 

１．会計基準での「基本原則」の位置づけ 

 

２．減損損失とのれんについての開示 

 

（その他の課題） 

 次の点につきましても、ご意見がございましたら、頂きたいと考えております。 

・ 会計基準と適用指針の区分 

・ 実務面に配慮した取扱い（現在、複数の企業に対してヒアリングを実施中） 

 

以 上 


